
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
見
え
る
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
つ
い
て

八
三

一
、
は
じ
め
に

『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
に
は
、
崇
神
天
皇
の
時
代
に
派
遣
さ
れ
た
建

借
間
命
が
荒
賊
を
討
伐
す
る
様
子
に
由
来
す
る
、
伊
多
久
之
郷
・
布
都
奈
之

村
・
安
伐
之
里
・
吉
前
之
邑
の
地
名
起
源
譚
（
以
下
、【
本
文
】
と
も
言
う
）

が
あ
る
。
そ
の
記
事
は
「
頓w

宿
安
婆
之
島a

遥w

望
海
東
之
浦a
時
烟
所p

見
」

と
い
う
国
見
行
為
を
き
っ
か
け
に
し
て
地
名
起
源
譚
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

【
本
文
】『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡

（
※
二
重
傍
線
は
討
伐
描
写
、　　
　囲み
線
は
国
見
描
写
、
波
線
は
地
名
起
源
箇

所
、〈
山
括
弧
〉
は
分
注
。
以
下
同
じ
）

古
老
曰
、
斯
貴
瑞
垣
宮
大
八
洲
所
馭
天
皇
之
世
、
為p

平w

東
垂
之
荒
賊a

遣w

建
借
間
命z

〈
即
此
那
賀
国
造
初
祖
。〉
引w

率
軍
士a

行
略w

凶
猾a

頓w

宿
安
婆
之
島a

　
　

海
東
之
浦a

時
烟
所p　

、
交
、
疑p

有p

人
。

建
借
間
命
、
仰p

天
誓
曰
、「
若
有w

天
人
之
烟q

者
、
来
覆w

我
上z

若
有w

荒
賊
之
烟q

者
、
去
靡w

海
中q

」
時
、
烟
、
射p

海
而
流
之
。
爰
、
自
知p

有w

凶
賊z

即
、
命w

従
衆a

褥
食
而
渡
。
於p

是
、
有i

国
栖
名
曰w

夜
尺
斯
・

夜
筑
斯q

二
人y

。
自
為w

首
帥a

堀p

穴
造p

堡
、
常
所w

居
住z

覘w

伺
官

軍a

伏
衛
拒
抗
。
建
借
間
命
、
縦p

兵
駈
追
、
賊
尽
逋
還
、
閇p

堡
固
禁
。

俄
而
、
建
借
間
命
、
大
起w

権
議a

校w

閲
敢
死
之
士a

伏w

隠
山
阿a

造w

備
滅p

賊
之
器a

厳
餝w

海
渚a

連p

舟
編p

栰
、
飛w

雲
蓋a

張w

虹
旌a

天

之
鳥
琴
・
天
之
鳥
笛
、
随p

波
、
逐p

潮
、
杵
嶋
唱
曲
七
日
七
夜
遊
楽
歌
舞
。

于p

時
、
賊
党
、
聞w

盛
音
楽a

挙p

房
、
男
女
悉
尽
出
来
、
傾p

浜
歓
咲
。

建
借
間
命
、
令w

騎
士
閇qp

堡
、
自p

後
襲
撃
、
尽
囚w

種
属a

一
時
焚
滅
。

此
時
、
痛
殺
所p

言
、
今
、
謂w

伊
多
久
之
郷z

臨
斬
所p

言
、
今
、
謂w

布

都
奈
之
村z

安
殺
所p

言
、
今
、
謂w

安
伐
之
里z

吉
殺
所p

言
、
今
、
謂w

吉
前
之
邑z

記
事
は
、
建
借
間
命
が
軍
を
率
い
て
荒
賊
を
討
伐
す
る
た
め
に
海
の
東
の
浦

遥w

望

見

『
常
陸
国
風
土
記
』
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に
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え
る
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借
間
命
の
国
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い
て

川　

副　

由
理
子
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四

を
「
遥
望
」
す
る
と
、
烟
が
見
え
て
人
が
い
る
ら
し
い
と
わ
か
る
場
面
か
ら
始

ま
る
。
建
借
間
命
が
ウ
ケ
ヒ
を
す
る
と
そ
れ
が
荒
賊
の
烟
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
、
続
い
て
賊
す
な
わ
ち
国
栖
の
夜
尺
斯
・
夜
筑
斯
と
官
軍
の
行
動
が

記
さ
れ
る
。
建
借
間
命
が
「
大
起w

権
議q

」
し
そ
の
賊
を
お
び
き
出
し
て
殺
す

様
子
が
、
伊
多
久
之
郷
・
布
都
奈
之
村
・
安
伐
之
里
・
吉
前
之
邑
の
地
名
起
源

譚
に
な
っ
て
い
る
。
建
借
間
命
に
つ
い
て
は
「
那
賀
国
造
初
祖
」
で
あ
る
と
記

事
中
の
分
注
で
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
中
巻
神
武
天
皇
条
に
は
、

神
武
の
皇
子
で
あ
る
神
八
井
耳
命
に
つ
い
て
「
神
八
井
耳
命
者
、〈
意
富
臣
、

（
※
中
略
）
伊
余
国
造
、
科
野
国
造
、
道
奥
石
城
国
造
、
常
道
仲
国
造
、
長
狭

国
造
、
伊
勢
船
木
直
、
尾
張
丹
羽
臣
、
嶋
田
臣
等
之
祖
也
〉」
と
あ
り
、
ま
た
『
先

代
旧
事
本
紀
』
国
造
本
紀
の
仲
国
造
条
に
も
、
成
務
天
皇
の
時
代
に
伊
予
国
造

の
祖
で
あ
る
建
借
馬
命
を
仲
国
造
に
定
め
た
と
あ
る
よ
う
に
、
タ
ケ
カ
シ
マ
を

那
賀
国
造
の
初
め
と
す
る
歴
史
認
識
が
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
記
事
に
は
前
述
の
通
り
国
見
の
表
現
が
あ
る
。
国
見
と
は
「
高
い
と
こ

ろ
か
ら
国
土
を
見
渡
す
こ
と
」）1
（

で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
と
し
て
は
「
元
来
農
村

の
予
祝
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
春
山
入
り
の
儀
礼
的
部
分
で
あ
る
国
見
を
、
支

配
者
の
儀
礼
と
し
て
独
立
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
」
と
い
う
土
橋
寛
氏

の
説
）
2
（

が
広
く
支
持
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
土
橋
氏
は
、
国
見
に
か
か
わ
る
風
土

記
の
地
名
説
話
に
つ
い
て
、「
地
方
祖
神
や
、
天
皇
ま
た
は
そ
の
使
臣
の
巡
行

や
国
見
、
と
く
に
そ
の
時
に
発
せ
ら
れ
る
国
讃
め
の
詞
に
懸
け
て
地
名
の
起
源

を
説
こ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
」）3
（

と
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
【
本

文
】
と
同
じ
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
の
記
事
に
は
、
倭
武
天
皇
が
四
方
を

騁
望
し
、「
山
阿
・
海
曲
、
参
差
委
蛇
。
峯
頭
浮p

雲
、
谿
腹
擁p

霧
、
物
色
可
怜
、

郷
体
甚
愛
」
で
あ
る
と
そ
の
土
地
を
讃
め
て
、
名
を
「
行
細
国
」
と
し
、
そ
こ

か
ら
「
行
方
」
と
い
う
郡
名
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
国
讃

め
ま
で
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
見
に
よ
っ
て
知
っ
た
土
地
の
様
子
が
そ
の
ま

ま
名
に
な
っ
た
と
い
う
、『
豊
後
国
風
土
記
』
鏡
坂
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

あ
る
い
は
、
天
皇
が
丘
に
立
っ
て
国
見
を
し
た
こ
と
が
地
名
起
源
に
な
っ
た
と

い
う
、『
播
磨
国
風
土
記
』
大
立
丘
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

し
か
し
、
当
該
記
事
に
お
け
る
建
借
間
命
の
国
見
は
、
土
地
讃
め
を
伴
う
こ

と
も
な
く
、
直
接
的
に
は
地
名
起
源
に
繋
が
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
地
名
の
由

来
と
な
っ
た
の
は
、「
痛
殺
」・「
臨
斬
」・「
安
殺
」・「
吉
殺
」
と
い
う
、
建
借

間
命
が
荒
賊
を
殺
戮
す
る
血
生
臭
い
描
写
で
あ
る
。
国
見
の
記
事
は
、
和
銅
六

年
の
官
命
に
応
じ
て
編
纂
さ
れ
た
風
土
記
中
に
散
見
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
前

述
の
よ
う
な
国
讃
め
や
土
地
の
景
観
描
写
へ
、
そ
し
て
地
名
起
源
へ
と
展
開
し

て
い
る
。
な
ぜ
当
該
条
だ
け
が
、
国
見
を
き
っ
か
け
と
し
な
が
ら
、
述
べ
た
よ

う
な
殺
戮
の
描
写
を
も
っ
て
地
名
の
由
来
を
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
風
土
記
中
に
は
建
借
間
命
の
よ
う
に
国
造
初
祖
、
あ
る
い
は
国

造
と
明
記
さ
れ
た
人
物
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
国
造
と
は
、「
大
化
改
新
以

前
に
お
か
れ
た
世
襲
の
地
方
長
官
。
地
方
の
豪
族
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
も
と
独
立

し
て
い
た
地
方
君
主
が
服
属
し
て
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
支
配
範
囲
は
の

ち
に
い
う
国
よ
り
も
狭
く
、
ほ
ぼ
郡
に
あ
た
る
。
大
化
改
新
以
後
は
祭
祀
を
司

り
、
政
治
的
な
官
職
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
多
く
は
郡
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
勢
力

を
保
ち
続
け
た
」）4
（

と
い
う
存
在
で
あ
る
。「
国
造
」
と
明
記
さ
れ
た
人
物
が
関
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八
五

わ
る
記
事
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
十
記
事
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
二
記
事

（
意
宇
郡
忌
部
神
戸
条
・
仁
多
郡
三
澤
郷
条
）、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
五
記
事

（
餝
磨
郡
安
相
里
条
・
餝
磨
郡
餝
磨
御
宅
条
・
讃
容
郡
弥
加
都
岐
原
条
・
賀
毛

郡
伎
須
美
野
条
・
賀
毛
郡
玉
野
村
条
）
あ
る
。
特
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
記

事
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
森
昌
文
氏
が
、「
一
国
一
国
造
、
な
い

し
は
そ
れ
に
準
ず
る
大
国
造
制
を
と
る
国
々
に
対
し
て
、
常
陸
国
は
令
制
下
の

郡
に
あ
た
る
せ
ま
い
各
地
域
に
国
造
を
お
く
小
国
造
制
に
よ
る
も
の
と
も
み
ら

れ
よ
う
。
一
国
内
に
多
く
の
国
造
が
い
れ
ば
そ
れ
だ
け
国
造
名
を
多
く
し
る
す

機
会
が
ふ
え
る
か
ら
で
あ
る
」）5
（

と
説
く
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
今
回
取
り
上
げ
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
国
造
関
連
記
事
を
見
て

み
よ
う
。

【
資
料
Ａ
】『
常
陸
国
風
土
記
』
に
見
え
る
「
国
造
」
の
記
述

１
：
総
記
…
常
陸
国
国
名
起
源
譚

或
曰
、
倭
武
天
皇
、
巡w

狩
東
夷
之
国a

幸w

過
新
治
之
県a
所p
遣w
国
造

那
良
珠
命a

新
令p

堀p

井
、流
泉
浄
澄
、尤
有w

好
愛z

時
、停w
乗
輿a

翫p

水
、
洗p

手
、
御
衣
之
袖
、
垂p

泉
而
沾
。
便
、
依w

漬
袖
之
義a

以
為w

此
国
之
名z

風
俗
諺
云s

筑
波
岳
黒
雲
挂
、
衣
袖
漬
国q

是
矣
。

２
：
新
治
郡
…
新
治
郡
郡
名
起
源
譚

古
老
曰
、
昔
、
美
麻
貴
天
皇
馭
宇
之
世
、
為e

平w

討
東
夷
之
荒
賊q

〈
俗
云w

阿
良
夫
流
爾
斯
母
乃q

〉、
遣e

新
治
国
造
祖
、
名
曰w

比
奈
良
珠
命z

此
人

罷
到
、
即
穿w

新
井q

〈
今
存w

新
治
里q

随p

時
致p

祭
〉、
其
水
浄
流
。
仍
、

以p

治p

井
因
着w

郡
号z

自p

爾
至p

今
、
其
名
不p

改
。〈
風
俗
諺
云w

白
遠

新
治
之
国z

〉（
以
下
略
之
）

３
：
筑
波
郡
…
筑
波
郡
郡
名
起
源
譚

古
老
曰
、
筑
波
之
県
、
古
、
謂w

紀
国z

美
万
貴
天
皇
之
世
、
遣w

采
女
臣

友
属
、筑
箪
命
於
紀
国
之
国
造z

時
、筑
箪
命
云
、「
欲p

令w

身
名
者
着p

国

後
代
流
伝q

」、
即
、
改w

本
号a

更
称w

筑
波q

者
。〈
風
俗
説
云w

握
飯
筑

波
之
国z

〉（
以
下
略
之
）

４
：
茨
城
郡
…
茨
城
郡
郡
名
起
源
譚
の
分
注

或
曰
、
山
之
佐
伯
、
野
之
佐
伯
、
自
為w

賊
長a

引w

率
徒
衆a

横w

行
国

中a

大
為w

劫
殺z

時
、
黒
坂
命
、
規w

滅
此
賊a

以p

茨
城
造
。
所
以
、

地
名
便
謂w

茨
城q

焉
。〈
茨
城
国
造
初
祖
、
多
祁
許
呂
命
仕w

息
長
帯
比
売

天
皇
之
朝a

当p

至w

品
太
天
皇
之
誕
時z

多
祁
許
呂
命
有w

子
八
人z

中

男
、
筑
波
使
主
、
茨
城
郡
湯
坐
連
等
之
初
祖
。〉

５
：
行
方
郡
…
行
方
郡
建
郡
記
事

古
老
曰
、
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
馭
宇
天
皇
之
世
、
癸
丑
年
、
茨
城
国
造
、

小
乙
下
壬
生
連
麿
・
那
珂
国
造
、
大
建
壬
生
直
夫
子
等
、
請w

惣
領
高
向

大
夫
中
臣
幡
織
田
大
夫
等a

割w

茨
城
地
八
里
那
珂
地
七
里
合
七
百
余

戸a

別
置w

郡
家z

６
：
行
方
郡
…
椎
井
池
の
地
名
起
源
譚

古
老
曰
、
石
村
玉
穂
宮
大
八
洲
所
馭
天
皇
之
世
、
有p

人
。
箭
括
氏
麻
多
智
、

截w

自p
郡
西
谷
之
葦
原a

墾
闢
新
治p

田
。
此
時
、
夜
刀
神
、
相
群
引
率
、

悉
尽
到
来
、
左
右
防
障
、
勿p

令w

耕
佃z

〈
俗
云
、
謂p

蛇
為w

夜
刀
神z
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其
形
、
蛇
身
頭
角
。
率
引
免p

難
時
、
有w

見
人q

者
、
破w

滅
家
門a

子
孫

不p

継
。
凡
、
此
郡
側
郊
原
甚
多
所p

住
之
。〉
於p

是
、
麻
多
智
、
大
起w

怒
情a

着w

被
甲
鎧q

之
、
自
身
執p

仗
、
打
殺
駈
逐
。
乃
、
至w

山
口a

標

梲
置w
堺
堀a

告w

夜
刀
神q

云
、「
自p

此
以
上
聴p

為w

神
地z

自p

此
以
下

須p

作w
人
田z
自p

今
以
後
、
吾
、
為w

神
祝a

永
代
敬
祭
。
冀
、
勿p

祟
、

勿p

恨
」、
設p
社
初
祭
者
。
即
、
還
、
発w

耕
田
一
十
町
余a

麻
多
智
子
孫
、

相
承
致p

祭
、
至p
今
不p
絶
。
其
後
、
至w

難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇

之
世a

壬
生
連
麿
、
初
占w
其
谷a

令p

築w

池
堤z

時
、
夜
刀
神
、
昇w

集

池
辺
之
椎
株a

経p

時
不p

去
。
於p
是
、
麿
、
挙p

声
大
言
、「
令p

修w

此

池a

要
在p

活p

民
。
何
神
、
誰
祇
、
不p
従w

風
化q

」、
即
、
令w

民q

云
、

「
目
見
雑
物
、
魚
虫
之
類
、
無p

所w

憚
懼a
隨
尽
打
殺
」、
言
了
応
時
、
神

蛇
避
隠
。
所p

謂
其
池
、
今
、
号w

椎
井
池z
池
回
椎
株
。
清
泉
所p

出
、

取p

井
名p

池
。
即
、
向w

香
島q

陸
之
駅
道
也
。

７
：
行
方
郡
（【
本
文
】）

…
伊
多
久
之
郷
・
布
都
奈
之
村
・
安
伐
之
里
・
吉
前
之
邑
の
地
名
起
源
譚

８
：
香
島
郡
…
香
島
郡
建
郡
記
事
・
郡
名
起
源
譚

古
老
曰
、
難
波
長
柄
豊
前
大
朝
馭
宇
天
皇
之
世
、
己
酉
年
、
大
乙
上
中
臣

（　

）
子
、
大
乙
下
中
臣
部
兎
子
等
、
請w

惣
領
高
向
大
夫a

割w

下
総
国

海
上
国
造
部
内
、
軽
野
以
南
一
里
、
那
賀
国
造
部
内
、
寒
田
以
北
五
里a

別
置w

神
郡z

其
処
所p

有
天
之
大
神
社
・
坂
戸
社
・
沼
尾
社
、
合w

三
処a

惣
称w

香
島
天
之
大
神z

因
名p

郡
焉
。〈
風
俗
説
云w

霰
零
香
島
之
国z

〉

９
：
多
珂
郡
…
多
珂
郡
郡
名
起
源
譚

古
老
曰
、
斯
我
高
穴
穂
宮
大
八
洲
照
臨
天
皇
之
世
、
以w

建
御
狭
日
命q

任w

多
珂
国
造z

玆
人
初
至
、　　
　

地
体a

以
為w

峯
険
岳
崇a

因
名w

多
珂

之
国z

〈
謂w

建
御
狭
日
命q

者
、
即
是
、
出
雲
臣
同
属
。
今
、
多
珂
石
城

所p

謂
是
也
。
風
俗
説
云w

薦
枕
多
珂
之
国z

〉

10
：
多
珂
郡
…
多
珂
郡
分
郡
記
事

建
御
狭
日
命
、
当w

所p

遺
時a

以w

久
慈
堺
之
助
河a

為w

道
前a

〈
去p

郡

西
南
三
十
里
、
今
猶
、
称w

道
前
里z

〉
陸
奥
国
石
城
郡
苦
麻
之
村
為w

道

後z

其
後
、
至w

難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世a

癸
丑
年
、
多
珂

国
造
石
城
直
美
夜
部
・
石
城
評
造
部
志
許
赤
等
、
請w

申
惣
領
高
向
大
夫a

以w

所
部
遠
隔
往
来
不qp

便
、
分
置w

多
珂
・
石
城
二
郡z

〈
石
城
郡
、
今
、

存w

陸
奥
国
堺
内z

〉

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
国
・
郡
の
地
名
起
源
に
国
造
が
関
わ
る
記
事
が

五
つ
（
Ａ
‐
１
・
２
・
３
・
９
）、
建
郡
・
分
郡
の
記
事
が
二
つ
（
Ａ
‐
５
・
10
）、

郡
名
起
源
譚
と
建
郡
記
事
を
兼
ね
た
も
の
が
一
つ
（
Ａ
‐
８
）、
郡
名
起
源
譚

の
分
注
の
記
事
が
一
つ
（
Ａ
‐
４
）、
国
・
郡
以
外
の
地
名
起
源
譚
に
国
造
が

関
わ
る
記
事
が
二
つ
（
Ａ
‐
６
・
７
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
国
造
に

よ
る
討
伐
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
Ａ
‐
６
と
【
本
文
】（
Ａ
‐
７
）
の
記

事
の
み
で
あ
る
（
Ａ
‐
２
の
新
治
国
造
祖
比
奈
良
珠
命
は
「
為e

平w

討
東
夷
之

荒
賊q

」
と
討
伐
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
が
記
事

中
で
行
っ
た
の
は
「
穿w

新
井q

」
と
新
し
い
井
戸
を
掘
る
こ
と
で
あ
り
、
討
伐

歴w

験



『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
見
え
る
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
つ
い
て

八
七

行
為
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）。
Ａ
‐
６
・
７
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

ど
ち
ら
も
行
方
郡
の
記
事
で
あ
り
な
が
ら
、
行
方
郡
の
国
造
に
よ
る
地
名
起
源

で
は
な
い
（
建
借
間
命
は
「
那
賀
国
造
初
祖
」、
壬
生
連
麿
は
「
茨
城
国
造
」）

こ
と
、
国
名
や
郡
名
の
起
源
譚
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

一
点
目
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
他
郡
の
国
造
（
の
祖
）
と
記
述
さ
れ
て
い

る
の
に
な
ぜ
行
方
郡
で
討
伐
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
行
方
郡
の
建
郡
記
事
（
Ａ
‐
５
）
に
よ
れ
ば
、
孝
徳
朝
に
茨
城
郡
と

那
賀
郡
か
ら
土
地
を
分
け
、
合
わ
せ
た
分
が
行
方
郡
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、〈
歴
史
〉
的
に
お
か
し
な
点
は
な
い
。
Ａ
‐
６
の
壬
生
連
麿

の
討
伐
は
Ａ
‐
５
と
同
じ
く
孝
徳
朝
の
出
来
事
と
記
述
さ
れ
、
Ａ
‐
７
の
建
借

間
命
の
討
伐
は
そ
れ
よ
り
も
過
去
に
遡
っ
た
崇
神
朝
の
出
来
事
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。
次
に
二
点
目
で
あ
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
の
他
の
国
造
は
、
国
名
・

郡
名
起
源
譚
か
建
郡
・
分
郡
記
事
と
い
っ
た
、
地
方
行
政
官
に
ふ
さ
わ
し
い
記

事
に
登
場
し
て
い
る
（
出
雲
・
播
磨
国
風
土
記
で
は
国
造
は
逆
に
「
忌
部
」
や

「
伎
須
美
野
」
と
い
っ
た
郡
よ
り
も
小
さ
い
土
地
の
地
名
起
源
譚
の
み
担
っ
て

お
り
、
こ
の
点
は
各
風
土
記
の
性
格
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
）。
に
も
関
わ
ら
ず
、

【
本
文
】
や
Ａ
‐
６
は
、
村
（
邑
）
や
里
（
郷
）
や
池
と
い
っ
た
、
必
ず
し
も

令
制
下
の
行
政
区
画
で
は
な
い
、
小
さ
な
地
名
に
つ
い
て
の
起
源
譚
を
記
し
て

お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
異
例
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
ぜ
建
借
間
命
の
国
見
に
よ
る
地
名
起
源
譚
の
み
が
、
殺
戮
と
い
う
要
素
を

持
つ
記
事
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
建
借
間
命
と
壬
生
連
麿
は
国
名
で
も
郡

名
で
も
な
い
小
さ
な
土
地
の
地
名
起
源
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
本
稿
で

は
こ
の
二
点
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
の
国
見
記
事

の
成
立
事
情
を
考
察
す
る
。

二
、
国
造
の
国
見
に
つ
い
て

国
見
に
限
ら
ず
、
地
名
起
源
譚
に
は
土
地
讃
美
の
要
素
を
伴
う
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
、
神
が
発
し
た
土
地
讃
め
の
言
葉
に
よ
る
地
名
起
源
は
、
そ
の
土
地
が

神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
祝
福
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た

と
想
像
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、【
本
文
】
の
殺
戮
の
描

写
に
よ
る
も
の
等
、
一
見
し
て
「
負
の
地
名
起
源
譚
」
と
言
う
べ
き
例
も
い
く

つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
が
何
に
由
来
す
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・
豊
後
・
肥
前
の
五
風
土
記
は
、『
続
日
本
紀
』
和
銅

六
（
七
一
三
）
年
五
月
二
日
条
に
見
え
る
風
土
記
撰
進
の
官
命
に
応
じ
て
撰
進

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
官
命
に
は
「
畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
、
着w

好

字q

」
と
い
う
項
目
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
『
常
陸
国
風
土
記
』【
本
文
】
等
に
見

え
る
土
地
の
命
名
に
つ
い
て
、
横
山
佳
永
子
氏
の
論
が
あ
る
。
横
山
氏
は
、「
虐

殺
な
ど
を
根
拠
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
用
字
は
「
血
」「
殺
」「
切
」
な
ど
、

必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
『
好
字
』
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
も
敢
え

て
討
伐
の
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
地
名
と
し
て
残
す
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
地
名
は
、
土
着
の
人
間
た
ち
の
間
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
」）6
（

と
、【
本
文
】
も
含
め
た
こ
の
よ
う
な
殺
戮
由
来
の
地
名
起
源

譚
が
、
そ
の
土
地
の
人
々
が
考
え
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
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八

松
本
直
樹
氏
は
風
土
記
の
天
皇
の
巡
幸
説
話
に
つ
い
て
、「
天
皇
は
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
に
建
都
し
て
そ
こ
に
留
ま
る
訳
で
は
な
く
、
巡
幸
を
続
け
る
の
で
あ
り
、

経
路
の
地
名
が
天
皇
の
行
為
に
基
づ
い
て
塗
ら
れ
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
外
部

の
価
値
観
を
も
っ
て
、
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
」）7
（

と
述
べ
る
。
さ

ら
に
『
古
事
記
』
神
武
天
皇
条
の
五
瀬
命
の
記
事
の
よ
う
な
、
移
動
し
な
が
ら

連
続
す
る
負
の
地
名
起
源
譚
（
負
傷
し
た
手
の
血
を
洗
う
こ
と
か
ら
「
血
沼
海
」、

男
建
び
し
て
崩
御
す
る
こ
と
か
ら
「
男
水
門
」
と
い
う
地
名
に
な
る
よ
う
な
、

血
や
殺
害
に
関
わ
る
地
名
起
源
譚
）
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

内
部
の
価
値
観
か
ら
発
想
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
8
（

。【
本

文
】
も
、
伊
多
久
之
郷
・
布
都
奈
之
村
・
安
伐
之
里
・
吉
前
之
邑
と
地
名
起
源

譚
が
行
政
区
画
を
越
え
て
連
続
し
て
お
り
、
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
土
地
を
見
て

い
る
外
部
の
人
間
が
、【
本
文
】
の
地
名
起
源
譚
を
記
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。【
本
文
】
を
記
し
た
の
は
、
土
地
を
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
見
る
外
部

の
人
間
、
お
そ
ら
く
『
常
陸
国
風
土
記
』
編
纂
者
で
あ
る
国
司
か
そ
れ
に
近
い

人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
の
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

し
か
し
、【
本
文
】
が
国
見
と
負
の
地
名
起
源
と
い
う
要
素
を
伴
っ
て
い
る

事
情
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
風
土
記
中

で
は
国
讃
め
に
よ
る
地
名
起
源
譚
と
な
る
こ
と
が
多
い
国
見
記
事
が
、
な
ぜ
負

の
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
建
借
間

命
が
も
と
も
と
朝
廷
に
よ
る
「
為p

平w

東
垂
之
荒
賊q

」
と
い
う
討
伐
の
意
図

の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
た
人
物
だ
か
ら
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
じ
よ
う
に
討
伐
が
描
か
れ
て
い
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
の
倭
武
天
皇

に
よ
る
郡
名
起
源
譚
や
『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記
・
松
浦
郡
賀
周
里
・
松
浦
郡

値
嘉
郷
の
記
事
で
は
、
国
見
に
よ
る
負
の
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
い
な
い
。
次

に
、
国
見
と
討
伐
の
要
素
を
併
せ
持
つ
記
事
を
一
覧
し
て
み
た
い
。

【
資
料
Ｂ
】
国
見
と
討
伐
の
両
方
が
語
ら
れ
る
風
土
記
の
地
名
起
源
譚

１
：『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡

討
伐
…
倭
武
天
皇
、
巡w

狩
天
下a

征w

平
海
北q

国
見
…
天
皇
四　

、顧w

侍
従q

曰
、「
停p

輿
徘
徊
、挙p

目　
　

、
山
阿
・

海
曲
、
参
差
委
蛇
。
峯
頭
浮p

雲
、
谿
腹
擁p

霧
、
物
色
可
怜
、
郷
体

甚
愛
。
宜
、
可e

此
地
名
称w

行
細
国q

者
」

２
：【
本
文
】

国
見
…
頓w

宿
安
婆
之
島a

　
　

海
東
之
浦a

時
烟
所p　

、
交
、
疑p

有

p

人

討
伐
…
引w

率
軍
士a

行
略w

凶
猾q

（
※
中
略
）
建
借
間
命
、令w

騎
士
閇qp

堡
、

自p

後
襲
撃
、
尽
囚w

種
属a

一
時
焚
滅
。
此
時
、
痛
殺
所p

言
、
今
、

謂w

伊
多
久
之
郷z

臨
斬
所p

言
、
今
、
謂w

布
都
奈
之
村z

安
殺
所

p

言
、
今
、
謂w

安
伐
之
里z

吉
殺
所p

言
、
今
、
謂w

吉
前
之
邑q

３
：『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記

討
伐
…
昔
者
、
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
御
間
城
天
皇
之
世
、
肥
後
国
益
城
郡
朝
来

名
峯
、有w

土
蜘
蛛
、打
猴
・
頚
猴
二
人a

帥w

徒
衆
一
百
八
十
余
人a

拒w
捍
皇
命a

不p

肯w

降
服z

朝
庭
、勅
、遣w

肥
君
等
祖
、健
緒
組a

伐
之
。
於p
茲
、
健
緒
組
、
奉p

勅
、
悉
誅
滅
之

望

騁
望

遥w

望

見



『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
見
え
る
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
つ
い
て

八
九

国
見
…
（
※
健
緒
組
）
巡w

国
裏q

　　
　

消
息a

到w

於
八
代
郡
白
髪
山a

日
晩
止
宿
。
其
夜
、
虚
空
有p

火
、
自
然
而
燎
、
稍
々
降
下
、
就w

此

山q

燎
之
時
、健
緒
組
、　

而
驚
恠
、
参w

上
朝
庭a

（
※
中
略
）
挙w

燎
火
之
状q

奏
聞
。
天
皇
、
勅
曰
、「
所p

奏
之
事
、
未w

曽
所qp

聞
。

火
下
之
国
、
可p

謂w

火
国q

」

４
：『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
賀
周
里

討
伐
…
昔
者
、
此
里
有w
土
蜘
蛛z

名
曰w

海
松
橿
媛z

纏
向
日
代
宮
御
宇
天

皇
、
巡p

国
之
時
、
遣w
陪
従
、
大
屋
田
子q

〈
日
下

部
君
等
祖
也
〉、
誅

滅

国
見
…
時
、
霞
、
四
含
不p　

物
色
。
因
、
曰w

霞
里q

５
：『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷

国
見
…
昔
者
、
同
天
皇
（
※
筆
者
注
：
景
行
天
皇
）、
巡
幸
之
時
、
在w

志
式

島
之
行
宮a

　
　

西
海a

々
中
有p

島
、
烟
気
多
覆
。
勒w

陪
従
、

阿
曇
連
百
足q

遣
令p　

之
。
爰
有w

八
十
余z
就
中
二
島
、
々
別

有p

人
。
第
一
島
名
小
近
、
土
蜘
蛛
大
耳
居
之
、
第
二
島
名
大
近
、

土
蜘
蛛
垂
耳
居
之
。自
余
之
島
、並
人
不p

在
。（
※
中
略
）
勅
云
、「
此

島
雖p

遠
、
猶
、　　

p

如p

近
。
可p

謂w

近
島q

」。
因
曰w

値
嘉q

討
伐
…
天
皇
、
勅
、
且p

令w

誅
殺q

Ｂ
‐
１
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
郡
名
起
源
譚
は
、「
巡w

狩
天
下a

征w

平
海
北q

」
と
倭
武
天
皇
の
討
伐
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
は
本
題
に
入
る
前
の
副
次
的
な
記
述
に
過
ぎ
な
い
。
本
題
は
国
見
に
よ
る

国
讃
め
の
詞
を
由
来
に
し
た
地
名
起
源
譚
で
あ
る
。
Ｂ
‐
３
の
『
肥
前
国
風
土

記
』
総
記
の
地
名
起
源
譚
で
は
、
討
伐
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
肥
君
等
祖
健
緒

組
が
「
巡w

国
裏q

観w

察
消
息q

」
し
て
い
る
と
不
思
議
な
火
が
見
え
、
そ
の
た

め
に
そ
の
土
地
は
「
火
国
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
「
肥
国
」
の
由
来
に
な
っ
て

い
る
（
さ
ら
に
後
に
肥
前
と
肥
後
の
国
に
分
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）。

Ｂ
‐
４
の
松
浦
郡
賀
周
里
に
つ
い
て
は
「
霞
、
四
含
不p

見w

物
色q

」
と
は
記

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
由
来
す
る
「
霞
里
」
に
は
否
定
的
な
意
味
が
な

い
。
Ｂ
‐
５
の
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
の
地
名
起
源
譚
で
は
、
陪

従
阿
曇
連
百
足
が
「
察
」
し
た
こ
と
を
報
告
し
、
天
皇
が
土
蜘
蛛
を
誅
殺
し
よ

う
と
す
る
も
の
の
、
大
耳
等
は
御
贄
と
し
て
蚫
を
献
上
し
て
赦
さ
れ
た
。
そ
し

て
「
此
島
雖p

遠
、
猶
、
見p

如p

近
。
可p

謂w

近
島q

」
と
天
皇
の
親
近
感
か
ら

く
る
言
葉
に
よ
り
「
近
島
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
「
値
嘉
郷
」
の
由
来
に
な
る
。

ど
れ
も
負
の
地
名
起
源
説
話
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

風
土
記
中
に
は
天
皇
の
国
見
記
事
が
多
い
が
、
そ
れ
以
外
の
人
物
が
国
見
や

そ
れ
に
類
す
る
行
為
を
す
る
記
事
も
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
中
に
は
、
国
造
と

い
う
立
場
で
「
土
地
の
様
子
を
み
る
」
記
事
が
あ
る
。【
本
文
】
と
Ａ
‐
９
が

そ
れ
に
あ
た
る
。【
本
文
】
で
は
建
借
間
命
が
那
賀
国
造
初
祖
、
Ａ
‐
９
で
は

建
御
狭
日
命
が
多
珂
国
造
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
造
と
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
豊
後
国
風
土
記
』
総
記
の
国
名
起
源
譚
と
『
肥
前
国

風
土
記
』
総
記
の
国
名
起
源
譚
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
豊
国
直
等
祖
菟
名
手
と
肥
君

等
祖
健
緒
組
と
い
う
、
国
造
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
人
物
が
登
場
す
る
例
も
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
纏
向
日
代
宮
御
宇
大
足
彦
天
皇
、
詔w

豊
国
直
等
祖
、
菟
名

観w

察

見見

御w

覧
察

見



九
〇

手a

遣p

治w

豊
国q

」、「
挙w

健
緒
組
之
勲a

賜w

姓
名a

曰w

火
君
健
緒
純a

便
、

遣p
治w

此
国q

」
と
い
う
記
述
か
ら
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
全
体
を
治
め
る

立
場
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
国
造
本
紀
に

「
豊
国
造
」
と
し
て
「
宇
那
足
尼
」
が
、「
火
国
造
」
と
し
て
「
遅
男
江
命
」（
秋

本
吉
郎
氏
は
「
遅
男
江
は
建
男
組
の
誤
写
で
風
土
記
と
同
人
で
あ
る
」）9
（

と
注
を

し
て
い
る
）
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
国
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で

き
る
。
記
事
の
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
、
Ａ
‐
９
と
『
豊
後
国
風
土
記
』
総
記
と

『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記
で
は
、
そ
の
国
の
国
造
（
と
思
し
き
人
物
）
が
国
見

を
し
て
、
そ
の
土
地
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
様
子
が
土
地
の
名
と
な
る
、
と

い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。【
本
文
】
の
み
、
前
述
の
通
り
、
国
見
に
よ
っ
て

人
の
存
在
を
感
知
し
、
ウ
ケ
ヒ
に
よ
っ
て
そ
の
人
が
荒
賊
で
あ
る
と
わ
か
り
、

そ
の
荒
賊
を
殺
戮
す
る
様
子
が
土
地
の
名
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
使
わ
れ
る
「
望
」
の
字
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。【
本
文
】、
Ａ
‐
９
、
菟
名
手
の
国
名
起
源
譚
、
健
緒
組
の
国
名

起
源
譚
の
四
記
事
は
、
風
土
記
中
の
国
造
（
初
祖
）
あ
る
い
は
国
造
の
可
能
性

が
高
い
人
物
に
よ
る
「
土
地
の
様
子
を
み
る
」
記
事
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
中

で
、
建
借
間
命
の
「
み
る
」
行
為
に
つ
い
て
の
み
「
望
」
の
字
が
使
わ
れ
て
お

り
、
Ａ
‐
９
の
建
御
狭
日
命
は
「
歴
験
」（「
歴
」
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
楚
元

王
伝
「
歴w

周
唐
之
所qp

進
以
為p

法
」
の
顔
師
古
注
に
「
歴
、
謂e

歴w

観
之q

」

と
あ
り
、「
次
々
に
見
る
」
意
が
あ
る
。
ま
た
「
験
」
に
つ
い
て
は
時
代
が
下

る
が
『
字
彙
』
に
「
考
視
也
」
と
あ
り
、「
考
え
見
る
」
意
が
あ
る
）、
菟
名
手

は
「
見
」、
健
緒
組
は
「
観
察
」・「
見
」
と
な
っ
て
い
る
。「
望
」
の
漢
籍
の
用

例
と
し
て
は
、『
旧
唐
書
』
太
宗
紀
に
「
太
宗
将i

数p

騎
升w

高
丘q

以
望yp

之
」

と
あ
り
、
遠
く
を
見
渡
す
意
が
あ
る
と
わ
か
る
。
常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・
豊
後
・

肥
前
の
五
風
土
記
に
お
い
て
、
当
該
記
事
を
含
め
見
る
意
の
「
望
」
の
字
が
使

わ
れ
て
い
る
の
は
常
陸
・
播
磨
・
肥
前
の
三
風
土
記
で
あ
る
。
そ
の
用
例
の
内

訳
は
、
天
皇
が
主
体
の
例
が
九
つ
、
神
が
主
体
の
例
が
一
つ
、
そ
の
他
の
人
物

が
主
体
の
例
が
二
つ
、
主
体
不
明
の
例
が
二
つ
と
な
っ
て
お
り
、
天
皇
が
主
体

と
な
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
他
の
上
代
文
献
で
は
、『
古
事
記
』
で
は

見
る
意
の
「
望
」
の
用
例
が
九
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
例
は
神
（

佐
之
男

命
）、一
例
は
皇
族
（
大
山
守
命
）、残
り
の
七
例
は
天
皇
が
主
体
の
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
や
は
り
天
皇
に
用
い
ら
れ
る
例
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
内
の
見
る
意
の
「
望
」
の
用
例
は
、「
望
」
の
動
作
の
主

体
が
天
皇
で
あ
る
用
例
が
三
つ
（
行
方
郡
条
の
「
四
望
」・「
騁
望
」、
行
方
郡

香
澄
里
条
の
「
遥
望
」）、
主
体
が
不
明
な
用
例
が
二
つ
（
茨
城
郡
条
の
「
騁
望
」、

行
方
郡
新
治
洲
条
の
「
遥
望
」）、
主
体
が
そ
の
他
の
人
物
で
あ
る
用
例
が
一
つ

（【
本
文
】
の
「
遥
望
」）
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
天
皇
で
は
な
い
建
借
間
命

に
「
望
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
奇
妙
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
熟
語

と
し
て
は
、「
四
望
」
に
は
『
楚
辞
』
九
歌
・
河
伯
に
「
登w

崑
崙q

兮
四
望
」

と
あ
る
よ
う
に
「
四
方
を
な
が
め
る
」
の
意
が
あ
る
。「
騁
望
」
に
は
『
後
漢
書
』

馬
融
列
伝
に
「
騁w

望
千
里q

」
と
い
う
用
例
が
あ
り
「
思
い
の
ま
ま
遠
く
を
な

が
め
る
」
意
が
あ
る
。「
遥
望
」
に
は
『
後
漢
書
』
独
行
列
伝
に
「
遥e

望
虜
営w

烟
火q

」
と
あ
り
、「
遠
く
か
ら
望
む
」
意
が
あ
る
。

ま
た
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
用
例
で
は
な
い
が
、『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨



『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
見
え
る
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
つ
い
て

九
一

郡
少
川
里
高
瀬
村
の
記
事
や
『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
・
高
来
郡
の

記
事
に
は
天
皇
の
国
見
と
臣
下
に
よ
る
国
見
の
両
方
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
「
み
る
」
こ
と
に
対
す
る
質
の
差
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

【
資
料
Ｃ
】
天
皇
と
そ
れ
以
外
の
人
物
の
「
土
地
の
様
子
を
見
る
行
為
」
が
同

一
記
事
内
に
あ
る
例

１
：『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
少
川
里
高
瀬
村

品
太
天
皇
（
※
応
神
天
皇
）
…
「
望
見
」、
舎
人
上
野
国
麻
奈
毘
古
…
「
察
」

２
：『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
＝
Ｂ
‐
５

同
天
皇
（
※
景
行
天
皇
）
…
「
御
覧
」、
陪
従
阿
曇
連
百
足
…
「
察
」

３
：『
肥
前
国
風
土
記
』
高
来
郡

纏
向
日
代
宮
御
宇
天
皇
（
※
景
行
天
皇
）
…
「
覧
」、
神
大
野
宿
祢
…
「
看
」

Ｃ
‐
１
で
は
応
神
天
皇
が
「
登w

於
夢
前
丘a

而
望
見
者
、
北
方
有w

白
色

物q

」
し
て
い
る
の
に
対
し
、
舎
人
上
野
国
麻
奈
毘
古
は
天
皇
に
派
遣
さ
れ
、

「
自w

高
処q

流
落
水
」
と
い
う
有
り
様
を
「
察
」
し
て
い
る
。
Ｃ
‐
２
で
は
景

行
天
皇
が
「
御w

覧
西
海a

々
中
有p

島
、
煙
気
多
覆
」
し
て
い
る
の
に
対
し
、

陪
従
阿
曇
連
百
足
は
天
皇
に
派
遣
さ
れ
「
爰
有w

八
十
余q

」
か
ら
始
ま
り
島
に

土
蜘
蛛
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
「
察
」
し
て
い
る
。「
御
覧
」
に
つ
い
て
は
、『
肥

前
国
風
土
記
』
に
お
い
て
天
皇
に
近
し
い
待
遇
を
受
け
る
日
本
武
尊
を
含
め
、

風
土
記
中
で
は
「
天
皇
に
つ
い
て
、
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
」

と
い
う
柏
谷
嘉
弘
氏
の
調
査
が
あ
る
）
10
（

。「
察
」
の
漢
籍
の
用
例
と
し
て
は
『
楚

辞
』
離
騒
に
「
覧w

察
草
木a

其
猶
未p

得
兮
」
と
あ
り
、
王
逸
注
に
「
察
、
視

也
」
と
あ
る
。
Ｃ
‐
３
で
は
景
行
天
皇
が
「
覧w

此
郡
山q

」
し
て
い
る
の
に
対

し
、
神
大
野
宿
祢
は
天
皇
に
派
遣
さ
れ
て
「
往w

到
此
郡q

」
し
た
と
こ
ろ
で
「
爰
、

有p

人
」
と
い
う
様
子
を
「
看
」
て
い
る
。「
覧
」
の
用
例
に
は
『
楚
辞
』
九
歌
・

雲
中
君
に
「
覧w

冀
州q

兮
有p

餘
」
と
あ
り
、
王
逸
注
に
「
覧
、
望
也
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、「
望
」
と
「
覧
」
が
同
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
わ
か
る
。

「
看
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
看
、

也
、
从w

手
下
目q

」
と
あ
り
、「
手
を
か

ざ
し
て
見
る
」
意
が
あ
る
。
ま
た
風
土
記
中
の
「
看
」
の
字
に
つ
い
て
は
、『
豊

後
国
風
土
記
』
総
記
で
菟
名
手
が
僕
者
に
「
看
」
さ
せ
て
い
る
と
い
う
、
自
分

よ
り
も
身
分
の
低
い
人
物
に
何
か
を
「
み
さ
せ
る
」
際
の
使
用
例
が
あ
る
。
こ

う
し
た
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
遠
く
を
見
る
天
皇
の

「
望
見
」・「
御
覧
」・「
覧
」
と
対
比
す
る
形
で
、
国
の
様
子
を
細
か
く
見
る
臣

下
の
「
察
」・「
看
」
と
い
う
用
字
の
発
想
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
賀
茂
郡
小
目
野
条
に
は
、
天
皇
が
「
大
」
き
く

見
て
、
そ
れ
以
外
の
者
が
「
小
」
さ
く
見
る
と
い
う
発
想
の
例
が
あ
る
。
応
神

天
皇
が
四
方
を
望
覧
し
て
、「
彼
観
者
、
海
哉
、
河
哉
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

従
臣
が
「
此
霧
也
」
と
答
え
、
天
皇
が
「
大
体
雖p

見
、
無w

小
目q

哉
」
と
言
っ

た
こ
と
か
ら
「
小
目
野
」
と
い
う
名
が
つ
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ

た
発
想
に
反
し
て
用
い
ら
れ
た
建
借
間
命
の
「
望
」
は
、
他
の
国
造
の
「
み
る
」

様
子
と
は
お
の
ず
か
ら
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
‐
９
の
建
御

狭
日
命
に
よ
る
「
歴
験
」
は
、
建
御
狭
日
命
が
多
珂
郡
に
初
め
て
至
っ
た
と
き

に
用
い
ら
れ
、
そ
の
土
地
を
次
々
見
て
調
べ
た
と
い
う
意
と
解
釈
で
き
る
。
そ
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れ
は
、
建
借
間
命
が
安
婆
之
島
（『
釈
日
本
紀
』
巻
十
所
収
の
『
常
陸
国
風
土
記
』

逸
文
に
み
え
る
信
太
郡
建
郡
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
、
崇
神
朝
当
時
は
筑
波
郡

も
し
く
は
茨
城
郡
で
あ
り
、
那
賀
郡
と
は
無
関
係
の
土
地
と
考
え
ら
れ
る
）
か

ら
海
東
之
浦
を
「
遥
望
」
し
た
と
い
う
、
行
政
区
画
を
越
え
た
越
境
的
な
視
線

と
は
、
や
は
り
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
地
方
行
政
官
で
あ
り
な
が
ら
天
皇
に

類
し
た
描
写
を
さ
れ
る
建
借
間
命
は
、
記
事
の
中
で
天
皇
に
似
た
性
格
を
付
与

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
操
作
は
、
俯
瞰
的
な
視
野
を
持
つ
外
部
の
人
間
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
建
借
間
命
の
二
面
性
に
つ
い
て

建
借
間
命
の
性
格
に
つ
い
て
秋
本
吉
徳
氏
は
、
記
紀
の
「
英
雄
の
物
語
」、

特
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
と
相
通
う
も
の
で
あ
り
、「
英
雄
の
物
語
」
と
は

「（
一
）『
記
』『
紀
』
の
英
雄
物
語
は
皇
祖
・
天
皇
・
皇
親
に
よ
る
異
族
の
征
服

物
語
で
あ
り
、（
二
）
そ
れ
は
中
央
（
天
皇
）
と
地
方
と
の
支
配
（
服
従
）
関

係
を
語
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、（
三
）
同
時
に
地
方
諸
氏
族
の
始
祖
伝
承
と
し

て
語
ら
れ
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
政
治
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
」
だ
と
述
べ
て

い
る
）
11
（

。
建
借
間
命
が
天
皇
と
類
似
し
た
形
で
描
写
さ
れ
る
こ
と
、
朝
廷
か
ら
派

遣
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
那
賀
国
造
初
祖
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
首
肯
す
べ
き
意
見
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
森
昌

文
氏
が
「
海
を
遥
望
し
、
ウ
ケ
ヒ
を
実
修
す
る
姿
に
は
始
祖
王
と
し
て
の
国
讃

め
儀
礼
と
古
代
的
呪
術
祭
祀
面
が
み
ら
れ
、
そ
の
誅
伐
法
に
は
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル

に
み
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
欺
し
討
ち
と
残
虐
性
と
が
み
ら
れ
る
。（
※
中
略
）

こ
の
よ
う
に
国
造
の
武
勇
的
伝
承
を
豊
か
に
し
る
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
く
タ
ケ
カ
シ
マ
に
は
呪
術
祭
祀
王
と
し
て
の
一
面
も
う
か
が
わ
れ
、
国

見
儀
礼
の
王
者
の
姿
も
み
う
け
ら
れ
た
」）12
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
英
雄
的
に

描
か
れ
る
建
借
間
命
は
、
そ
の
一
方
で
、
土
地
の
始
祖
王
と
し
て
の
要
素
や
、

祭
祀
者
的
な
要
素
も
併
せ
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
建
借
間
命
に

は
、
国
見
を
は
じ
め
、
ウ
ケ
ヒ
で
神
意
を
う
か
が
い
、
ま
た
天
之
鳥
琴
・
天
之

鳥
笛
を
使
う
な
ど
と
い
う
行
動
が
見
ら
れ
る
（「
古
代
に
お
け
る
琴
は
遊
び
と

し
て
よ
り
も
、
祭
祀
用
と
し
て
、
神
を
よ
り
つ
か
せ
る
た
め
に
奏
さ
れ
た
宗
教

的
な
品
で
あ
っ
た
」）13
（

と
秋
本
氏
は
注
を
付
し
て
い
る
）。「
タ
ケ
カ
シ
マ
ノ
ミ
コ

ト
」
と
い
う
名
に
つ
い
て
も
、
注
釈
書
類
に
「
タ
ケ
は
美
称
、
カ
シ
マ
の
命
は

香
島
の
神
を
奉
ず
る
氏
族
の
初
祖
の
意
を
込
め
た
名
で
あ
る
」）14
（

等
の
言
及
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
多
珂
国
造
が
国
見
を
し
て
そ
の
土
地
の
様
子
を
見
出
し
た
り
、

新
治
国
造
が
井
を
新
し
く
作
っ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
郡
名
が
つ
け
ら
れ
る
と
い

う
よ
う
な
、
始
祖
王
的
・
祭
祀
者
的
な
国
造
像
が
も
と
も
と
建
借
間
命
に
も

あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
茨
城
国
造
の
壬
生
連
麿
に
つ
い
て
も
、
森
昌
文
氏
は
「
麿
に
よ
る
夜
刀

の
神
退
治
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
は
共
通
し
た
話
型
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟
と
さ
れ
、
麿
が
「

民
」

「
風
化
」
と
い
う
こ
と
ば
で
い
ず
れ
も
王
権
側
に
た
た
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
伝

承
の
内
実
は
怪
物
を
退
治
す
る
英
雄
像
に
あ
っ
た
。
壬
生
連
麿
の
場
合
、
王
権

側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
言
語
の
わ
く
内
で
規
制
さ
れ
な
が
ら
、
語
ら
れ
た
伝
承
の
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シ
ン
タ
ッ
ク
ス
は
在
地
国
造
に
よ
る
英
雄
譚
と
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
」）15
（

と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
、
在
地
の
始
祖
王
・
宗
教
的
祭
祀
者
像

と
、
前
述
し
た
記
紀
の
武
力
的
英
雄
像
の
交
錯
し
た
形
が
、
国
見
を
し
た
結
果

異
民
族
を
見
つ
け
て
彼
ら
を
殺
戮
す
る
様
子
が
地
名
起
源
譚
に
な
る
と
い
う
、

他
の
国
見
記
事
と
異
な
る
結
果
を
生
み
だ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
建
借
間
命
に
、
そ
う
し
た
記
紀
の
英
雄
的
イ
メ
ー
ジ
と
地
方
の

祭
祀
者
的
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
な

ぜ
、
建
借
間
命
・
壬
生
連
麿
以
外
の
他
郡
の
国
造
に
見
え
な
い
記
紀
の
英
雄
的

イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
谷
栄
一
氏
は
、

壬
生
氏
と
倭
武
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
、「
壬
生
」
が
皇
子
の

養
育
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
元
来
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
い
う
称
号
も
、
ヤ
マ
ト

の
英
雄
の
意
で
あ
り
、
殊
に
那
珂
国
造
家
壬
生
氏
の
祖
も
「
建
借
間
命
」
と

い
っ
て
、「
建
」
の
つ
く
名
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
タ
ケ
ル
と
し
て
の

性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
地
方
に
見
え
た
と
中
央
で
い
う
倭
建
命
の
東

征
譚
と
結
合
さ
せ
、
自
分
の
氏
族
の
養
育
し
た
皇
子
を
倭
建
命
と
考
え
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」）16
（

と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
自
ら
の
氏
族
の
祖
で
あ
る

在
地
の
首
長
の
英
雄
譚
が
、
記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
英
雄
譚
と
共
通
す
る
性

質
を
持
っ
て
い
た
た
め
結
合
し
た
の
だ
、
と
い
う
理
由
に
は
賛
同
し
に
く
い
。

な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
当
該
条
は
在
地
首
長
の
伝
承
が
否
定
的
な
地
名
起

源
譚
と
し
て
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
容
は
お
そ
ら
く
中
央
の
価
値
観

を
持
っ
た
編
述
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

兼
岡
理
恵
氏
は
、
行
方
郡
の
地
名
起
源
譚
に
あ
る
供
膳
・
国
見
・
勅
言
の
三

つ
の
形
は
い
ず
れ
も
地
名
起
源
譚
を
形
成
す
る
典
型
的
な
要
素
で
あ
る
と
述
べ
、

そ
の
三
つ
が
揃
っ
た
状
態
は
常
陸
国
や
他
国
の
風
土
記
に
も
見
ら
れ
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、「
行
方
郡
の
成
立
事
情
を
思
い
起
こ
し
た
い
。す
な
わ
ち
行
方
郡
が
、

孝
徳
朝
に
茨
城
郡
・
那
珂
郡
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
為
的
に
作
ら
れ
た

段
階
で
、
そ
の
存
在
を
保
証
す
る
起
源
を
語
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
際
に
供

膳
・
国
見
・
勅
言
と
い
う
様
式
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
行
方
郡
名

起
源
譚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
類
を
見
な
い
、
三
要
素
が
同
時
に
備
わ
っ

て
い
る
と
い
う
点
も
、
当
地
を
王
化
の
進
ん
だ
土
地
と
し
て
示
す
、
よ
り
完
璧

な
地
名
起
源
譚
を
作
り
出
す
た
め
と
み
な
せ
ば
納
得
が
ゆ
く
。
こ
こ
に
当
記
事

の
作
為
性
は
明
瞭
と
い
え
よ
う
」）17
（

と
記
し
、
行
方
郡
の
倭
武
天
皇
記
事
の
作
為

性
や
、
そ
の
作
為
の
理
由
は
完
璧
な
地
名
起
源
譚
を
作
る
た
め
で
あ
る
と
指
摘

を
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
建
借
間
命
の
記
事
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
行
方
郡
は
Ａ
‐
５
の
建
郡
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
孝
徳
朝
に

茨
城
国
造
小
乙
下
壬
生
連
麿
と
那
賀
国
造
大
建
壬
生
直
夫
子
の
要
請
に
よ
っ
て
、

両
郡
の
土
地
を
割
い
て
新
し
く
別
に
設
置
さ
れ
た
郡
で
あ
る
。
建
借
間
命
と
壬

生
連
麿
が
小
さ
い
土
地
の
地
名
起
源
譚
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
行
方
郡
の
存
在

を
保
証
す
る
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。
兼
岡
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
倭
武
天
皇

由
来
の
郡
名
起
源
譚
が
人
工
的
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
、
人
工
的
に
成
立
し
た

行
方
郡
を
さ
ら
に
説
得
力
を
も
っ
て
描
い
て
い
く
に
は
、
倭
武
天
皇
に
よ
る
地

名
起
源
譚
だ
け
で
は
難
し
く
、
在
地
の
有
力
者
が
登
場
す
る
伝
承
や
、
そ
の
伝

承
が
持
つ
歴
史
の
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

風
土
記
は
地
誌
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
風
土
記
撰
進
の
官
命
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で
は
、「
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
、
載w

于
史
籍q

言
上
」
と
敢
え
て
「
史
籍
」
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
地
誌
を
史
籍
と
記
す
の
は
、
隋
書
経
籍
志

な
ど
に
地
理
書
も
史
類
に
含
め
て
い
る
こ
と
に
よ
る
か
」）18
（

と
い
う
可
能
性
も
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
風
土
記
の
「
古
老
」
の
伝
承
等
を
歴
史
書
と
し
て
も
記
せ
と

い
う
要
請
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
代
に
『
古
事
記
』

（
七
一
二
年
）・『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
年
）
と
中
央
政
権
に
よ
る
歴
史
書
が
編

述
さ
れ
て
お
り
、
風
土
記
も
こ
う
し
た
流
れ
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
行
方
郡
は
孝
徳
朝
新
設
の
郡
で
あ
り
、
も
し
行
方
郡

成
立
以
前
の
歴
史
を
記
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
那
賀
郡
時
代
の
も
の
と
茨
城
郡

時
代
の
も
の
を
描
い
て
い
く
し
か
な
い
。『
常
陸
国
風
土
記
』
内
で
の
歴
史
叙

述
に
は
「
○
○
天
皇
之
世
」
と
い
う
よ
う
に
天
皇
代
を
示
し
て
出
来
事
を
記
し

て
い
く
形
式
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
建
借
間
命
に
よ
る
討
伐
の
時
代
に
設
定
さ

れ
た
崇
神
朝
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
記
さ
れ
る
天
皇
代
と
し
て
は
最
も
古

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
壬
生
連
麿
に
よ
る
討
伐
の
時
代
に
設
定
さ
れ
た
孝
徳

朝
は
、
行
方
郡
の
建
郡
と
同
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
設
定
は
、
最
も
古

い
天
皇
代
と
行
方
郡
成
立
の
天
皇
代
ま
で
の
―
―
つ
ま
り
行
方
郡
成
立
以
前
の

―
―
那
賀
郡
・
茨
城
郡
と
し
て
の
歴
史
を
、
国
造
（
初
祖
）
が
登
場
し
た
記
事

を
出
す
こ
と
で
語
ろ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

在
地
首
長
た
る
国
造
（
初
祖
）
が
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
形
で
賊
を

討
伐
し
、
ま
た
「

」「
風
化
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
王
権
側
の
価
値
観
の

も
と
神
を
殺
そ
う
と
す
る
と
い
う
記
述
は
、
天
皇
（
朝
廷
）
に
対
す
る
在
地
首

長
の
恭
順
を
表
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
天
皇
代
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
歴

史
の
時
間
軸
を
、
国
造
と
い
う
在
地
の
権
力
者
を
持
ち
出
す
こ
と
で
具
体
的
に

裏
打
ち
し
、
保
障
す
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
常
陸
国
風

土
記
』
の
国
造
関
連
記
事
で
は
、
建
借
間
命
と
壬
生
連
麿
以
外
の
国
造
は
、
国

あ
る
い
は
郡
単
位
の
地
名
起
源
譚
や
建
郡
・
分
郡
記
事
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
在
地
側
の
人
間
で
あ
れ
ば
国
造
を
そ
う
し
た
大
き
い
行
政
区
画
の
記
事

を
担
う
存
在
、
す
な
わ
ち
国
（
郡
）
の
支
配
者
と
し
て
認
め
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
こ
ろ
を
、『
常
陸
国
風
土
記
』
編
述
者
た
る
国
司
や
そ
の
周
辺
の
価
値
観
が
、

建
借
間
命
と
壬
生
連
麿
を
小
さ
な
土
地
の
地
名
起
源
譚
を
担
う
者
と
し
て
取
り

扱
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
中
央

か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
し
て
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
編
纂
者
の
視
線
が
見
え

る
の
で
あ
る
。

四
、
結　

び

な
ぜ
建
借
間
命
の
国
見
に
よ
る
地
名
起
源
譚
の
み
が
他
の
国
見
記
事
と
は
異

な
り
、
殺
戮
由
来
の
負
の
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
建

借
間
命
と
壬
生
連
麿
は
国
名
で
も
郡
名
で
も
な
い
小
さ
な
地
名
の
起
源
譚
を
担

う
の
か
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
関
連
付
け
て
考
察
し
て
き
た
。
結
論

と
し
て
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
編
述
者
で
あ
り
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官

人
で
あ
る
国
司
の
視
線
が
そ
の
二
点
に
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
在
地

の
英
雄
像
を
残
し
な
が
ら
も
、
国
を
「
望
」
み
、
殺
戮
に
よ
っ
て
地
方
に
小
さ

な
地
名
を
残
し
て
ゆ
く
国
造
の
姿
に
、
官
命
に
応
じ
て
編
纂
さ
れ
た
「
史
籍
」



『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
見
え
る
建
借
間
命
の
国
見
記
事
に
つ
い
て

九
五

と
し
て
の
風
土
記
の
一
側
面
が
見
え
る
よ
う
に
思
う
。

※
本
稿
の
引
用
は
、
風
土
記
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２
』（
岩
波
書
店
、
一

九
五
八
年
四
月
）、
古
事
記
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
１
』（
岩
波
書
店
、
一
九

五
八
年
六
月
）、
続
日
本
紀
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
』（
岩
波
書
店
、
一

九
八
九
年
三
月
）、
先
代
旧
事
本
紀
は
『
神
道
大
系　

古
典
編
８
』（
神
道
大
系

編
纂
会
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
）、
漢
書
は
『
漢
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二

年
六
月
）、
字
彙
は
『
字
彙　

字
彙
補
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
一
年
六

月
）、
旧
唐
書
は
『
旧
唐
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
五
月
）、
楚
辞
は
『
楚

辞
補
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
七
年
九
月
）、
後
漢
書
は
『
後
漢
書
』（
中
華

書
局
、
一
九
六
五
年
五
月
）、
説
文
解
字
は
『
説
文
解
字　

附
検
字
』（
中
華
書

局
、
一
九
六
三
年
十
二
月
）
の
本
文
に
適
宜
訓
点
を
付
し
、
通
行
字
体
に
改
め

て
い
る
。

注

（
１
）　

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』「
く
に
み
」
の
項　

三
省
堂　

一
九
六
七
年
十
二
月

（
２
）　

土
橋
寛
著
「
第
１
章　

国
見
の
起
源
／
第
二
節　

国
見
と
歌
垣
の
関
係
」『
古
代
歌

謡
と
儀
礼
の
研
究
』
岩
波
書
店　

一
九
六
五
年
十
二
月

（
３
）　

土
橋
著
「
第
４
章　

国
見
の
意
義
／
第
二
節　

天
皇
国
見
の
政
治
的
意
義
」
前
掲
書

注
２

（
４
）　

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編　

前
掲
書
注
１
「
く
に
の
み
や
つ
こ
」
の
項

（
５
）　

森
昌
文
著
「
常
陸
〈
国
造
〉
伝
承
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」『
新
典
社
研
究
叢
書
124　

古

代
文
学
の
思
想
と
表
現
』
新
典
社　

二
〇
〇
〇
年
一
月

（
６
）　

横
山
佳
永
子
「『
常
陸
国
風
土
記
』
の
編
述
態
度
―
―
異
族
記
事
を
通
し
て
見
え
て

く
る
も
の
―
―
」『
古
代
研
究
』
第
三
三
号　

早
稲
田
古
代
研
究
会　

二
〇
〇
〇
年
一

月

（
７
）　

松
本
直
樹
「
巡
行
す
る
神
の
伝
承
に
つ
い
て
―
―
出
雲
国
風
土
記
を
中
心
に
―
―
」

『
風
土
記
研
究
』
第
三
二
号　

風
土
記
研
究
会　

二
〇
〇
八
年
六
月

（
８
）　

松
本　

前
掲
注
７

（
９
）　

秋
本
吉
郎
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２　

風
土
記
』
岩
波
書
店　

一
九
五
八
年
四
月

（
10
）　

柏
谷
嘉
弘
「『
風
土
記
』
の
「
御
覧
」」『
神
女
大
国
文
』
第
六
号　

神
戸
女
子
大
学
国

文
学
会　

一
九
九
五
年
三
月

（
11
）　

秋
本
吉
徳
注
『
講
談
社
学
術
文
庫　

風
土
記
（
一
）
―
常
陸
国
風
土
記
―
』
講
談
社　

一
九
七
九
年
四
月

（
12
）　

森
著　

前
掲
注
５

（
13
）　

秋
本
吉
徳
注　

前
掲
注
11

（
14
）　

小
島
瓔
禮
注
『
角
川
文
庫　

風
土
記
』
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年
七
月

（
15
）　

森
著　

前
掲
注
５

（
16
）　

三
谷
栄
一
著
「
第
三
編　
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
生
成
と
展
開
―
―
壬
生
氏
を
中
心
と

し
た
伝
承
文
学
の
成
立
基
盤
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
日
本
神
話
の
基
盤
』
塙
書
房　

一

九
七
四
年
九
月
（
初
出
：「
常
陸
国
風
土
記
の
成
立
と
壬
生
氏
―
―
伝
承
文
学
の
成
立

基
盤
を
め
ぐ
つ
て
―
―
」『
実
践
女
子
大
学
紀
要　

国
文
学
・
英
文
学
』
第
八
号　

一

九
六
四
年
四
月
）

（
17
）　

兼
岡
理
恵
著
「
第
Ⅰ
部　

律
令
国
家
と
風
土
記[

古
代]

／
第
二
章　

常
陸
国
風
土
記

行
方
郡
説
話
」『
風
土
記
受
容
史
研
究
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
八
年
二
月
（
初
出
：「『
常

陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
説
話
考
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
一
年
一
月
）

（
18
）　

青
木
和
夫
ほ
か
・
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12　

続
日
本
紀　

一
』
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
三
月




